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I. 収支見通収支見通収支見通収支見通しのしのしのしの作成作成作成作成にあたってにあたってにあたってにあたって 

 

 

本年 1 月 22 日閣議決定された国の「平成 22 年度の経済見通しと経済財政運営の

基本的態度」では、「我が国経済は、失業率が高水準で推移するなど厳しい状況にあ

るが、持ち直していく」とされるなど、一部に景気持ち直しの動きがみられるよう

になりました。しかし、本市では、平成 19 年度に約 60 億円あった法人市民税が平

成 21 年度決算では 30 億円を下回り、さらに平成 22 年度には個人市民税も減収とな

る見込みであるなど、景気回復の影響が及ぶまでには、まだ時間がかかるものと予

想しています。 

今後は、景気低迷に加えて少子高齢化や働き方の多様化などにより、扶助費の増

加が続くと予想される中で、新病院の建設をはじめとする課題にも対応していく必

要があり、そのためには、長期的な視点も含めた計画的な財政運営を行っていかな

ければなりません。 

平成 22 年度には、税制や子ども手当の創設などの制度変更が行われる予定であり、

現時点で想定できる本市財政への影響を踏まえたうえで長期財政の見通しの見直し

を行うものです。 

 

 

II. 収支見通収支見通収支見通収支見通しのしのしのしの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方 

 

１. 財政運営における基本姿勢 

 

本市では、平成 19 年 3 月に策定した「長期財政の見通し」で示した次の３つを

財政運営における基本姿勢としています。今後も引き続き、これらの基本姿勢を踏

襲することとして収支見通しを作成しています。 

 

●●●●財政構造財政構造財政構造財政構造のののの弾力性弾力性弾力性弾力性のののの向上向上向上向上    

経済変動や地域社会の変化に即応し、新たな行政需要にも対応できる弾力性のあ

る財政構造の確立を目指します。 

 

●●●●財政運営財政運営財政運営財政運営のののの堅実性堅実性堅実性堅実性のののの確保確保確保確保    

堅実な財政運営により、収支均衡を図ることを基本とします。 

 

●●●●人口減少人口減少人口減少人口減少をををを見据見据見据見据えたえたえたえた次世代次世代次世代次世代のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減    

人口の減少や働く世代の減少が予想される中、次世代を担う子どもたちに財政面
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での過度な負担を残すことのないよう、新たな事業の実施にあたっては、その必要

性とともに財政面からの実施可能性についても十分精査していきます。 

 

２. 今後の財政運営上の指標 

 

平成 19年 6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」、いわ

ゆる「財政健全化法」では、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」

「将来負担比率」の４つの指標について早期健全化基準や再生基準を定め、いずれ

かの基準を超えた場合には、財政健全化計画または財政再生計画を定めなければな

らないとされています。 

本市では、これらの指標が、いずれの基準も超えることのないよう計画的な財政

運営を行っていくことはもちろんのこと、類似団体との比較においても適正な水準

となるよう努めていきます。また、これまでから用いてきた経常収支比率、市税収

入に対する人件費の割合、社会資本の後世代負担比率などの指標についても注意を

払いながら財政の弾力性を保ち、後世代への負担にも配慮した財政運営を進めてい

きます。 

 

３. 収支見通しの算定期間及び対象会計 

 

収支の見通しは普通会計を対象とし、算定期間は、平成 21 年度を基準年度とし

て平成 30年度までの 10年間としています。 

 

 

III. 各費目各費目各費目各費目のののの試算方法試算方法試算方法試算方法についてについてについてについて 

 

各費目の試算において前提となる地方財政制度や社会保障制度などについては、

今後、大幅な制度改正が行われる可能性がありますが、現時点で収支見通しに反映

させることは困難なため、現行制度を基本とし、すでに決定している制度変更など

については可能な限り反映させることとしました。 

また、行政改革の取り組みについては、「枚方市構造改革アクションプラン【改定

版】」を中心とした取り組みを着実に進めることとし、平成 23年度においては 1億

円、それ以降の年度においては各年度 2億円ずつ効果額を見込んでいます。 

各年度の試算方法については、平成 21 年度は作成時点における決算見込み額を

算出し、平成 22年度は当初予算額をベースにその後の不用見込額等を加味して算出

しています。 

平成 23年度以降の各費目の試算方法は、下記のとおりです。 
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１． 歳入について 

 

(1) 市 税 

市税は、平成 22 年度の税制改正の内容を反映させ、ベースとなる今後の経済成

長率を平成 25年度までは０％、平成 26年度以降は１％として算出しています。 

また、個人市民税における納税義務者数は、高齢化の進展や団塊の世代の退職な

どにより、平成 21年度以降、期間を通じて減少するものとし、法人市民税における

法人数については、平成 25年度まで減少すると見込んでいます。 

固定資産税については、平成 21 年度、24 年度、27 年度、30 年度に評価替えの

影響を反映させています。 

こうしたことから、市税全体では、平成 25 年度まで減少し、その後は、おおむ

ね横ばいで推移するものと見込んでいます。 

 

569
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億円

年度

市税の推移

 

 

(2) 市 債 

総合文化施設ＰＦＩ事業や新たな投資的事業に対する起債額を積み上げて算出し

ています。 

また、現行の地方財政制度においては、地方交付税の交付団体では市税の増減分

の一定割合を地方交付税と臨時財政対策債を増減させることで収支の均衡を図るこ

ととされています。平成 22年度の地方財政対策では地方税の減少分の大部分が臨時

財政対策債で措置されていることから、市税現年度分の増減額のおおむね 75％相当

額の 1/2を臨時財政対策債で見込んでいます。 

 

(3) その他 

その他の項目のうち、地方交付税については、臨時財政対策債と同様に市税現年

度分の増減額のおおむね 75％相当額の 1/2を反映させました。 
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国庫支出金及び府支出金は、扶助費や投資的経費など、対象事務事業の歳出に連

動し、一定割合で見込んでいます。 

地方譲与税及び交付金については、22年度予算額をもとに一定額を見込み、売却

可能資産の積極的な処分などによる収入等についても一定額を見込んでいます。 

また、退職手当基金や減債基金、財政調整基金などの基金繰入金についても各年

度で見込んでいます。 

 財政調整基金残高財政調整基金残高財政調整基金残高財政調整基金残高のののの推移推移推移推移 （百万円）年　度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30残　高 2,670 2,343 2,165 2,407 2,522 2,659 2,632 2,395 1,878 1,297
 

 

２． 歳出について 

 

(1)  人件費 

平成 20年 10月に策定した「構造改革アクションプラン【改定版】」では、平成

18年 3月に策定した「構造改革アクションプラン」に掲げた平成 16年 4月 1日か

ら平成 25年 4月 1日までに普通会計の職員数 700人程度の削減目標について、引

き続き取り組みを進めることとしています。そのため、退職者数と採用者数につい

て、構造改革アクションプランに基づく職員数の減少を見込み、人件費を算出して

います。また、給料の定期昇給率は、期間を通じて 1％としています。 

こうしたことから、人件費は平成 21 年度以降もおおむね減少を続けるものと見

込んでいますが、27年度及び30年度においては退職者数の増加が見込まれるため、

前年度に比べ増加しています。 
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(2)  扶助費 

扶助費については、子ども手当の創設や生活保護費の増加などにより大きく増加

しています。各年度の試算については、厚生労働省の「社会保障の給付と負担の見

通し」による平成 18～27年度までの将来予測を参考に、30年度まで毎年一定率で

伸びていくものとして見込んでいます。 

 

(3)  公債費 

公債費については、既発債に係る元利償還金のほか、平成 21 年度以降の新発債

について、直近の政府レートを基準に算出した元利償還金を見込んでいます。 

なお、平成 25 年度に公債費が大きく増加していますが、これは総合文化施設Ｐ

ＦＩ事業において、既発債の借り換えを行うことを想定しているためです。 

地方債残高は、前述のとおり臨時財政対策債の発行が多くなる見込みであること

から、期間を通じて 1000 億円前後で推移する見込みとなっています。また、平成

27年度に地方債残高が大きく増加していますが、これは総合文化施設ＰＦＩ事業の

建設工事に係る起債発行を想定しているためです。その後は投資的経費 50億円をベ

ースとして償還額を上回らないよう新発債の抑制に努めることにより、減少傾向を

たどっていくと見込んでいます。 
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    地方債残高地方債残高地方債残高地方債残高のののの推移推移推移推移 （百万円）21 22 23 24 25 26 27 28 29 3099,061 98,606 98,264 97,948 100,217 99,488 104,767 103,930 102,730 101,852臨時財政対策債 29,569 33,841 38,437 42,930 47,224 51,197 54,945 58,231 61,031 63,542そ の 他 69,492 64,765 59,827 55,018 52,993 48,291 49,822 45,699 41,699 38,310年　度地方債残高
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(4) 投資的事業  

投資的事業については、総合文化施設ＰＦＩ事業のほか、各年度、新病院整備事

業に関する繰出金と牧野駅東地区再開発特別会計への繰出金とを合わせて概ね 50

億円程度を基本に事業費及び事業費に対する財源を算出しています。 

なお、今後の見込みの中で、27年度に 50億円を超える事業費となっていますが、

これは総合文化施設ＰＦＩ事業の実施を想定しているためです。 

 

●●●●総合文化施設総合文化施設総合文化施設総合文化施設ＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩ事業事業事業事業    

新町 2丁目地区（ラポールひらかた横）に、総合文化施設を整備する事業で、整

備手法については、民間の資金と技術力を活用する「ＰＦＩ方式」の採用を検討し

ています。 

事業費及び実施時期の詳細については、今後の経済情勢や財政状況を踏まえて、

引き続き検討していくこととしていますが、今回の収支見通しでは事業費総額を

158億円、平成 25年度に用地の買い戻し、平成 26年度に工事着手することを前提

に試算を行っています。 

 

 

(5)  補助費等 

補助費には、病院事業や水道事業に対する繰出金、消防組合に対する負担金、各

種団体に対する補助金などが含まれます。 

収支見通しでは、以下の通り新病院の整備に関する繰出金を見込んでいます。 

 

●●●●新病院整備事業新病院整備事業新病院整備事業新病院整備事業    

現在の市民病院の東側にＩＣＵ・がん治療・緩和ケア等の新しい診療機能を導入

した 335床を有する新たな病院を建設する計画で、平成 25年 12月の開院をめざし

ています。 

 

＜今後 10年間の事業費＞                   （単位：百万円） 年 度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 各年度の事業内容       用地買戻経費 公債費(工事着手) 建設工事費及び公債費 公債費、PFI 割賦料及び維持管理経費等 事 業 費  －  －  － － 7,500 － 5,680 － － － 公 債 費 等 － － － － －  366 366 1,043 1,043 1,043 財源 起 債  －  －  － － 5,500 － 5,680 － － － 基金繰入  －  －  － －  2,000 － － － － － 一般財源  －  －  －  － － 366 366 1,043 1,043 1,043 
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(6)  繰出金 

各特別会計への繰出金は、過去の実績等を踏まえて算出しています。 

下水道特別会計への繰出金については、経営健全化により人件費をはじめとする

経費削減を着実に進めていくことにより、基準外繰出しの見直しを行うこととして

います。 

介護保険特別会計と後期高齢者医療特別会計への繰出金については、厚生労働省

の「社会保障の給付と負担の見通し」による平成 18～27 年度までの将来予測を参

考に、毎年度一定の伸びを見込んでいます。また、老人保健特別会計へは平成 22年

度まで、自動車駐車場特別会計へは平成 25年度まで、牧野駅東地区再開発特別会計

へは平成 23年度まで、それぞれ繰出金を見込んでいます。 

 

(7)  その他 

その他の項目のうち、物件費については、今後の物価上昇分として毎年 0.5％の

増加を見込んでいます。 

維持補修費については、施設の老朽化が進んでいることから、毎年 2％の増加を

見込み、積立金などについては過去の決算額を元に算出しています。 

＜今後 10年間の経費負担額＞                  （単位：百万円） 年 度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30 年度 各 年 度 の 事 業 内 容 基本設計等の1/2  用地購入に係る公債費の全額と病院建設に係る公債費等の 1/2 普通会計の 負担額 39 16 64 115  281 135 522 530 560 654 財源 一般財源 39 16 64 115  281 135 522 530 560 654 
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IV. 長期財政収支長期財政収支長期財政収支長期財政収支のののの見通見通見通見通しししし 

 

      年度 

 項目 

1９年度 

（決算） 

20 年度 

（決算） 

21 年度 （決算見込） 22 年度 23 年度 24 年度 

歳 入 総 額 1,120 1,081 1,135 1,114 1,093 1,086 

 

 市 税 収 入 608 600 569 538 525 522 

 市   債 95 85 71 78 82 83 

 そ の 他 417 396 495 498 486 481 

 歳 出 総 額 1,109 1,070 1,120 1,106 1,086 1,078 

 

義 務 的 経 費 609 594 595 660 656 650 

 

人 件 費 263 246 234 231 219 207 

扶 助 費 234 245 259 328 333 339 

公 債 費 112 103 102 101 104 104 

 

 投 資 的 経 費 128 103 69 60 48 49 

 補 助 費 等 106 104 170 106 107 106 

 繰 出 金 142 146 149 148 147 144 

 そ の 他 124 123 137 132 128 129 

 

行革（追加）効果額 － － － － 1 2 

実 質 収 支 9 7 8 8 8 10 

単 年 度 収 支 ▲ 1 ▲ 2 1 － － 2 ＊平成 19年度の実質収支は、歳入歳出差引額 11億円－繰越財源 2億円で 9億円となり、平成 20年度は、歳入歳出差引額 11億円－繰越財源 4億円で 7億円となります。 ＊平成 21年度の実質収支(見込)は、歳入歳出差引額 15億円－繰越財源 7億円で 8億円となります。 
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 (単位：億円） 

 

       年度 

 項目 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

歳 入 総 額 1,16２ 1,094 1,154 1,099 1,099 1,107 

 

 市 税 収 入 521 522 517 521 526 524 

 市   債 133 79 136 78 7５ 77 

 そ の 他 50８ 493 501 500 498 506 

 歳 出 総 額 1,154 1,085 1,149 1,100 1,106 1,121 

 

 義 務 的 経 費 672 651 658 664 671 679 

 

人 件 費 199 196 200 194 193 198 

扶 助 費 346 352 358 365 371 378 

公 債 費 127 103 100 105 107 103 

 

 投 資 的 経 費 47 49 101 46 46 45 

 補 助 費 等 159 109 113 112 113 115 

 繰 出 金 145 146 145 146 146 147 

 そ の 他 131 130 132 132 130 135 

 

行革（追加）効果額 2 2 2 2 2 2 

実 質 収 支 10 11 7 1 ▲ 5 ▲ 12 

単 年 度 収 支 － 1 ▲ 4 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 7 ＊「行革（追加）効果額」欄の金額は、枚方市構造改革アクションプラン【改定版】に掲げた取り組みのうち人件費分を除く効果額です。 


